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【設問１】
Ａ図書館に創作性（2条1項1号）はあるか？
建築の著作物については、実用的な機能とは分離して把握できる美的特性があり、その美的特性に著者の個性が表

現されているときに創作性が認められると考える。
実用的な機能とは分離して把握できる屋根と外壁の特殊形状に建築家Bの個性が表現されている。したがって、A図

書館は、建築の著作物である。

複製（2条1項15号）に該当するか？
複製の要件： ①依拠性、②本質的特徴の維持、③有形的再製（ワン・レイニー・ナイト・イン・トーキョー事件最

高裁判決）
 Dの店舗は、A図書館の屋根の特徴的形状と、屋根と外壁の連続性を表現しているので、A図書館の建築の著作物と

しての本質的特徴を維持している。したがって、Dの店舗は、A図書館の複製物と言える。

公開著作物（建築の著作物）利用（46条）の抗弁

 46条2号（建築による複製）の再抗弁が認められるのは明らかである。したがって、複製権侵害が成立すると考え
る。
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【設問２（１）】
絵はがきβは、A図書館の複製物である。
建築家Bは、譲渡権侵害に基づき、販売停止の差止請求（112条１項）、在庫廃棄請求（112条2項）、損害賠償請

求（民法709条）を主張することができる。

 A図書館について公開著作物（建築の著作物）利用（46条）の抗弁

絵はがきβの顧客誘引力はA図書館の芸術性に依存すると認められる。そこで、A図書館について46条4号の再抗弁
が認められるかが問題になる？建築の著作物に46条4号は適用されるか？

 46条本文は、「美術の著作物」と「建築の著作物」を区別している。したがって、建築に著作物は、4号の美術の
著作物から除外される（4号は適用されない）と考える。

したがって、A図書館について、複製権侵害の主張に対しても、譲渡権侵害の主張に対しても、公開著作物（建築
の著作物）利用（46条）の抗弁が認められる。
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【設問２（２）】
絵はがきβは、絵画αの複製物か？絵画αの本質的特徴が維持されているかが問題になる。
絵はがきβは、絵画αのA山を描く独特の色彩を表現しているので、絵画αの本質的特徴を維持していると考える。

したがって、絵はがきβは、絵画αの複製物である。
画家Ｃは、絵はがきβの販売の停止を請求（112条1項）するために、譲渡権侵害を主張すべきである。

絵はがきβについて公開著作物利用（46条）の抗弁が成立するか？絵画αが公衆がアクセスできる「屋外の場所」
（45条2項）に設置されていたと言えるかが問題になる。

公開著作物利用（46条）の抗弁の趣旨は、公衆が屋外でアクセスできる美術の著作物と実際に建築された建築の著
作物は、社会慣行上、公衆による記録・伝達の対象とされているため、これらの著作物に対する著作権の行使は公
衆の行動を過度に抑制することになってしまうことを考慮したことにある。

絵画αは玄関ホールの奥に設置されているため、公衆は絵画αは館内に設置されていたと認識すると考えられる。
そのため、絵画αについて著作権の行使を許容しても公衆の行動を過度に抑制することにはならない。したがって、
絵画αについては公開著作物利用（46条）の抗弁は成立しないと考える。
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付随対象著作物の利用（30条の2）の抗弁が成立するか？ 
軽微性の要件 → 「作成伝達物」である写真において絵画αは軽微な構成部分に過ぎない。
正当利用の要件 → 写真のメインテーマはA図書館と背景の青空である。絵画αは作成伝達物のメインテーマとは無

関係である。また、絵画αは、A図書館を正面から撮影した結果、すなわち通常の態様で撮影した結果、必然的に
映り込んだものである。したがって、正当利用の要件は充足されると考える。

よって、付随対象著作物の利用（30条の2）の抗弁が成立する。

【設問３】
 Bは、同一性保持権に基づく改築予防の差止請求（112条1項）を主張することができる。

20条2項2号（建築の著作物の改築による改変）の抗弁は成立するか？
20条2項2号（建築の著作物の改築による改変）の抗弁の趣旨は、建築物所有者による建築物の実用的利用を保証す

ることにある。そのため、実用性の観点ではなく、デザインの奇抜性を緩和するというデザイン変更目的での改築
に20条2項2号が適用されるのかが問題になる。

改築が実用性の維持・向上とは無関係である場合には、改変対象著作物が建築物であることを理由に同一性保持権
侵害が免責される範囲を拡大すべき合理的理由はない。したがって、20条2項2号が適用されるためには実用性の維
持・向上との関連性が要求されると考える。

 A図書館の屋根の形状が図書館としての機能に支障をもたらしていないのであれば、同一性保持権侵害は免責され
ないと考える。
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